
○勝浦市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の

防止に関する条例施行規則

平成２３年７月１１日

規則第１１号

（趣旨）

第１条 この規則は、勝浦市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び

災害の発生の防止に関する条例（平成２３年勝浦市条例第１０号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとす

る。

（定義）

第２条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例に

よる。

（安全基準）

第３条 条例第６条の規則で定める安全基準は、別表第１の項目の欄

に掲げる項目に応じ、当該基準値の欄に定めるとおりとする。

２ 前項の安全基準に適合しているかどうかは、別表第１の項目の欄

に掲げる項目ごとに、当該項目に係る土砂等の汚染の状況を的確に

把握することができると認められる場所において試料を採取し、そ

れぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した測定値によ

り判断するものとする。

（公共的団体の範囲）

第４条 条例第９条第１項第１号の規則で定める公共的団体は、次に

掲げる者とする。

(1) 独立行政法人都市再生機構、独立行政法人森林総合研究所、独

立行政法人水資源機構、東日本高速道路株式会社、首都高速道路

株式会社、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設

整備支援機構、成田国際空港株式会社、独立行政法人空港周辺整



備機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人高齢・

障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構

及び日本郵政株式会社

(2) 地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）に基づき設

立された地方住宅供給公社

(3) 地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号）に基づき設立され

た地方道路公社

(4) 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）

第１０条第１項の規定により設立された土地開発公社

(5) 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１０条第１項の規

定により認可された土地改良区

(6) 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１４条第１項

の規定により認可された土地区画整理組合

(7) 地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるもの

の２分の１以上を出資している法人であって、土壌の汚染又は災

害の防止に関し、審査能力があるものとして市長の認定を受けた

者

２ 前項第７号の規定による市長の認定を受けようとする者は、公共

的団体認定申請書（別記第１号様式）を市長に提出しなければなら

ない。

（許可が必要ないと市長が認めた事業）

第５条 条例第９条第１項第５号のその他許可が必要ないものと市長

が認めた事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 国又は地方公共団体の補助を受けて行う事業

(2) 自己の用に供する建物を設置する事業で、山砂又は市内で採取

した土砂等を使用し、埋立て等の高さが１メートル未満かつ面積

３，０００平方メートル未満の事業



(3) 農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４条又は第５条による

一時転用又は客土事業で、山砂又は市内で採取した土砂等を使用

し、埋立て等の高さが１メートル未満かつ面積３，０００平方メ

ートル未満の事業

(4) 自らの耕作の用に供するため、所有権その他の耕作に関する権

原を有する農地に自ら客土する事業

(5) 運動場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理

行為として行う事業

(6) 工場等の緑化に伴う植裁のために樹木と一緒に土砂等を搬入す

る事業

(7) 宅地造成に伴う事業であって、当該特定事業区域外からの土砂

等の搬入を伴わない事業

(8) 前各号に掲げる事業に類する事業

（土地所有者等の同意等）

第６条 条例第１０条第１項（条例第１５条第１項及び条例第２６条

第１項において準用する場合を含む。）の同意は、条例第９条第１

項の許可の申請が、条例第１２条第１項又は第３項の規定によるも

のである場合にあっては、特定事業区域内土地使用同意書（別記第

２号様式）により、同条第２項の規定によるものである場合にあっ

ては、特定事業（一時たい積特定事業）区域内土地使用同意書（別

記第３号様式）によらなければならない。

２ 条例第１０条第２項（条例第１５条第１項及び条例第２６条第１

項において準用する場合を含む。）の規則で定める当該特定事業の

施工の妨げとなる権利を有する者は、特定事業区域内の土地につき

地上権、永小作権、質権、地役権又は賃借権を有する者とする。

３ 条例第１０条第２項の同意は、条例第９条第１項の許可の申請が、

条例第１２条第１項又は第３項の規定によるものである場合にあっ



ては、特定事業区域内施工同意書（別記第４号様式）により、同条

第２項の規定によるものである場合にあっては、特定事業（一時た

い積特定事業）区域内施工同意書（別記第５号様式）によらなけれ

ばならない。

４ 第１項及び前項に規定する同意書には、当該同意をした者が押印

した印鑑に係る印鑑登録証明書、法人である場合にあっては、代表

者の印鑑証明書であって、登記所が発行したものを添付しなければ

ならない。

５ 条例第１０条第３項の規則で定める当該特定事業区域に隣接する

土地の所有者は、当該特定事業区域に隣接する土地の所有者とする。

６ 条例第１０条第３項（条例第１５条第１項において準用する場合

を含む。以下本条において同じ。）の規則で定める当該特定事業区

域に隣接する土地の所有者の承諾は、隣接土地所有者承諾書（別記

第６号様式）によらなければならない。

７ 条例第１０条第３項の規則で定める当該特定事業区域の近隣の住

民は、当該特定事業区域から５００メートル以内の範囲の区域に居

住する者とする。

８ 条例第１０条第３項の規則で定める当該特定事業区域の近隣の住

民の承諾は、近隣住民承諾書（別記第７号様式）によらなければな

らない。

９ 条例第１０条第３項の規定による当該特定事業区域の近隣の住民

の承諾は、当該特定事業区域から５００メートル以内の範囲の区域

に居住する者の世帯の１０分の８以上の世帯主から得なければなら

ない。この場合において、当該区域内に居住する世帯の数が３０世

帯未満のときは、当該区域内の１０分の８以上の土地の所有者の承

諾を得なければならない。

１０ 条例第１０条第３項の規定による当該特定事業区域に隣接する



土地の所有者及び近隣の住民の承諾は、次に掲げる事業には適用し

ない。

(1) 宅地造成に伴う事業

(2) 農業及び水産業に属する事業

(3) 市長が特別に認める事業

（事前協議等）

第７条 条例第１１条第１項に規定する計画書は、特定事業（変更）

事前計画書（別記第８号様式）とする。

２ 条例第１１条第１項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げる

もの（条例第１５条第１項の許可の申請をしようとする場合にあっ

ては、変更するものに限る。）とする。

(1) 特定事業区域の位置図及び付近の見取図

(2) 現場責任者であることを証する書面

(3) 特定事業区域の平面図及び断面図（特定事業の施工の前後の構

造が確認できるもの。ただし、次項に規定する一時たい積特定事

業にあっては、土砂等のたい積が最大となった場合の当該たい積

の構造が確認できるもの）

(4) 特定事業区域及び当該特定事業区域に隣接する土地の登記事項

証明書及び公図の写し（当該土地の所有者名を記載したもの）

(5) 特定事業区域から５００メートル以内の範囲の区域に居住する

者の世帯数調査書（別記第９号様式）

(6) 特定事業区域に係る表土の地質検査の試料とする土砂等を採取

する地点の位置図（当該表土と特定事業に使用される土砂等が遮

断される構造である場合にあっては、その構造図）

(7) 特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書

(8) 排水関連の書類（湧水がある土地、地表水が集中しやすい土地

及び自然排水を遮断するような地形構造の場合には、暗渠排水施



設の設置等、排水に係る施設やその他の有効な排水に係る措置の

図面、流量計算書及び流域の図面。調整池等の設置が必要な場合

にあっては、当該調整池等の容量計算書及び構造図等の図面）

(9) 土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算を行った場合に

あっては、当該安定計算を記載した書面

(10) 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図及び背面図

(11) 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる

場合にあっては、当該擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面

算定を記載した構造計算書

(12) 特定事業の施工の方法及び工程、施工に係る組織その他市長が

指示する事項を記載した特定事業施工計画書

(13) 特定事業が別表第４に掲げる行為に該当する場合にあっては、

当該行為の許認可を要する法人等の題名を記載した書面

(14) 特定事業区域への土砂等の搬入（次項に規定する一時たい積特

定事業である場合にあっては、搬入及び搬出）予定経路図

(15) 住民説明の計画書

(16) その他市長が必要と認めるもの

３ 条例第１１条第２項に規定する計画書は、一時たい積特定事業（変

更）事前計画書（別記第１０号様式）とする。

４ 条例第１１条第２項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げる

もの（条例第１５条第１項の許可の申請をしようとする場合にあっ

ては、変更するものに限る。）とする。

(1) 第２項第１号から第４号まで、第６号及び第１３号から第１５

号までに掲げるもの

(2) その他市長が必要と認めるもの

５ 条例第１１条第３項の規則で定める届出は、特定事業事前計画内

容変更届（別記第１１号様式）によらなければならない。



６ 条例第１１条第３項の届出には、協議の内容の変更に係る第２項

の書類及び図面を添付しなければならない。

７ 条例第１１条第４項の規則で定める住民説明は、特定事業区域に

隣接する土地の所有者及び近隣の住民等（以下本項において「関係

住民」という。）に対し、説明会を開催して行うものとし、当該説

明会の開催の周知を図るとともに、当該説明会への関係住民以外の

者の出席を拒んではならない。ただし、条例第１１条第１項又は第

２項に規定する協議を行った者の責めに帰することのできない事由

により当該説明会を開催することができない場合においては、その

特定事業計画を記載した資料を配布する方法等により行うことがで

きる。

８ 条例第１１条第５項の規則で定める住民説明の実施状況の報告書

は、特定事業説明実施状況報告書（別記第１２号様式）により、第

１０項の期間内に提出しなければならない。

９ 市長は、条例第１１条第１項又は第２項に規定する協議が成立し

たときは、当該協議を行った者に対し特定事業（変更）事前協議済

書（別記第１３号様式）により通知するものとする。

１０ 条例第１１条第１項又は第２項に規定する協議の期間（同条第

３項の規定による協議の内容について変更が生じた場合の当該協議

期間を含む。）は協議開始から２年以内とする。ただし、市長が必

要と認める場合は、この限りでない。

１１ 前項ただし書の協議を申し出ようとする者は、特定事業（変更）

事前協議延長申出書（別記第１４号様式）により申し出なければな

らない。

１２ 条例第１１条第１項第１０号及び同条第２項第８号の規則で定

める事項は、申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の

氏名及び住所とする。



（許可の申請等）

第８条 条例第１２条第１項に規定する申請書は、特定事業許可申請

書（別記第１５号様式）とする。

２ 条例第１２条第１項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げる

ものとする。

(1) 申請者の住民票の写し（申請者が法人である場合にあっては、

登記事項証明書）

(2) 申請者が条例第１４条第１項第１号アのいずれにも該当しない

者であることを誓約する書面

(3) 申請者が条例第１４条第１項第１号カに規定する未成年者（以

下本条において「未成年者」という。）である場合には、その法

定代理人の住民票の写し及び当該法定代理人が条例第１４条第１

項第１号アのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

(4) 特定事業区域の位置図及び付近の見取図

(5) 特定事業区域の平面図及び断面図（特定事業の施工の前後の構

造が確認できるものに限る。）

(6) 特定事業区域の平面図及び断面図（特定事業の施工の前後の構

造が確認できるものに限る。）

(7) 特定事業区域の土地の登記事項証明書及び公図の写し（当該土

地の所有者名を記載したもの）

(8) 特定事業区域の表土の地質検査の試料とした土砂等を採取した

地点の位置図及び現場写真並びに第１０項第２号の規定により採

取した試料ごとの検査試料採取調書（別記第１６号様式）及び地

質分析（濃度）結果証明書（別記第１７号様式。計量法（平成４

年法律第５１号）第１２２条第１項の規定により登録された計量

士のうち濃度に係る計量士（以下「環境計量士」という。）が発

行したものに限る。以下同じ。）



(9) 特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書

(10) 土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算を行った場合

にあっては、当該安定計算を記載した書面

(11) 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図及び背面図

(12) 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる

場合にあっては、当該擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面

算定を記載した構造計算書

(13) 特定事業の施工の方法及び工程、施工に係る組織その他市長が

指示する事項を記載した特定事業施工計画書

(14) 特定事業が別表第４に掲げる行為に該当する場合にあっては、

当該行為に該当することを証する書面

(15) 現場責任者であることを証する書面

(16) 第６条第１項に規定する特定事業区域内土地使用同意書及び

同条第３項に規定する特定事業区域内施工同意書

(17) 条例第１０条第３項に該当する特定事業にあっては、第６条第

６項に規定する隣接土地所有者承諾書、同条第８項に規定する近

隣住民承諾書及び第７条第２項第５号に規定する世帯数調査書

(18) 前条第９項に規定する特定事業（変更）事前協議済書

(19) その他市長が必要と認める書類及び図面

３ 条例第１２条第１項第１１号の規則で定める事項は、申請者が未

成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所とする。

４ 条例第１２条第２項に規定する申請書は、特定事業（一時たい積

特定事業）許可申請書（別記第１８号様式）とする。

５ 条例第１２条第２項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げる

ものとする。

(1) 第２項第１号から第４号まで、第７号、第１４号及び第１５号

に掲げる書類及び図面



(2) 特定事業区域の表土と特定事業に使用される土砂等が遮断され

る構造である場合にあっては、その構造図

(3) 特定事業区域の表土と特定事業に使用される土砂等が遮断され

る構造でない場合にあっては、第２項第８号に掲げる書類及び図

面

(4) 特定事業区域の平面図及び断面図（土砂等のたい積が最大とな

った場合の当該たい積の構造が確認できるものに限る。）

(5) 特定事業区域の平面図及び断面図（土砂等のたい積が最大とな

った場合の当該たい積の構造が確認できるものに限る。）

(6) 第６条第１項に規定する特定事業（一時たい積特定事業）区域

内土地使用同意書及び同条第３項に規定する特定事業（一時たい

積特定事業）区域内施工同意書

(7) 前条第９項に規定する特定事業（変更）事前協議済書

(8) その他市長が必要と認める書類及び図面

６ 条例第１２条第２項第８号の規則で定める事項は、申請者が未成

年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所とする。

７ 条例第１２条第３項に規定する申請書は、特定事業（小規模埋立

て等）許可申請書（別記第１９号様式）とする。

８ 条例第１２条第３項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げる

ものとする。

(1) 第２項第１号から第１５号までに掲げるもの

(2) 第６条第１項に規定する特定事業区域内土地使用同意書及び同

条第３項に規定する特定事業区域内施工同意書

(3) 前条第９項に規定する特定事業（変更）事前協議済書

(4) その他市長が必要と認める書類及び図面

９ 条例第１２条第３項第２号の規則で定める事項は、申請者が未成

年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所とする。



１０ 第２項第８号に規定する特定事業区域の表土の地質検査は、次

に掲げる方法によらなければならない。

(1) 地質検査は、別表第５の左欄に掲げる特定事業区域の面積に応

じ、それぞれ同表の右欄に定める数以上の区域に等分して行うこ

と。

(2) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規定によ

り区分された区域ごとに土砂等の汚染の状況を的確に把握するこ

とができると認められる場所において行うこと。

(3) 地質検査は、前号の規定により採取された試料について、それ

ぞれ、別表第１に掲げる項目ごとに、同表に掲げる測定方法によ

り行うこと。

（許可の必要のない事業の届出）

第９条 条例第９条第２項の届出は、当該土砂等の埋立て等に着手す

る日の１０日前までに、小規模埋立て等（一時たい積特定事業を除

く。）にあっては小規模埋立て等届（別記第２０号様式）、小規模

埋立て等（一時たい積特定事業に限る。）にあっては小規模埋立て

等届（一時たい積特定事業）（別記第２１号様式）により行うもの

とする。

２ 前項の小規模埋立て等届に添付する条例第９条第２項の規則で定

める書類及び図面は、次に掲げるものとする。

(1) 届出者の住民票の写し（届出者が法人である場合にあっては、

登記事項証明書）

(2) 前条第２項第４号から第７号までに掲げる書類及び図面

(3) 第６条第１項に規定する特定事業区域内土地使用同意書及び同

条第３項に規定する特定事業区域内施工同意書

(4) 条例第９条第１項第２号に規定する採取場から採取された土砂

等であることを証する土砂等売渡・譲渡証明書（別記第２２号様



式）

(5) その他市長が必要と認める書類及び図面

３ 第１項の小規模埋立て等届（一時たい積特定事業）に添付する条

例第９条第２項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものと

する。

(1) 届出者の住民票の写し（届出者が法人である場合にあっては、

登記事項証明書）

(2) 前条第２項第４号及び第７号に掲げる書類及び図面

(3) 特定事業区域の平面図及び断面図（土砂等のたい積が最大とな

った場合の当該たい積の構造が確認できるものに限る。）

(4) 特定事業区域の平面図及び断面図（土砂等のたい積が最大とな

った場合の当該たい積の構造が確認できるものに限る。）

(5) 第６条第１項に規定する特定事業（一時たい積特定事業）区域

内土地使用同意書及び同条第３項に規定する特定事業（一時たい

積特定事業）区域内施工同意書

(6) 条例第９条第１項第２号に規定する採取場から採取された土砂

等であることを証する土砂等売渡・譲渡証明書

(7) その他市長が必要と認める書類及び図面

（構造上の基準）

第１０条 条例第１４条第１項第７号の規則で定める構造上の基準は、

別表第２に定めるとおりとする。

２ 条例第１４条第２項第３号の規則で定める構造上の基準は、別表

第３に定めるとおりとする。

（構造上の基準に係る適用除外）

第１１条 条例第１４条第４項の規則で定めるものは、別表第４に掲

げる行為とする。

（変更の許可の申請等）



第１２条 条例第１５条第１項の規則で定める軽微な変更は、次に掲

げるものとする。

(1) 氏名若しくは名称、住所若しくは所在地又は法人の代表者の氏

名の変更

(2) 法定代理人の氏名又は住所の変更

(3) 現場事務所の位置の変更

(4) 現場責任者の氏名又は職名の変更

(5) 特定事業に使用される土砂等の量の変更（当該土砂等の量を減

少させるものに限る。）

(6) 特定事業に使用される土砂等の搬入計画の変更

(7) 特定事業区域以外の地域への排水を測定する施設の位置の変更

(8) 特定事業に使用される土砂等の崩落、飛散又は流出による災害

の発生を防止するために必要な措置として、特定事業区域の区域

内に設けた排水施設又は特定事業区域の区域外に設けたさくの構

造の変更（排水施設又はさくの機能を高めるものに限る。）

２ 条例第１５条第３項に規定する申請書は、条例第１２条第１項の

申請に係る許可の変更の場合にあっては、特定事業変更許可申請書

（別記第２３号様式）、同条第２項の申請に係る許可の変更の場合

にあっては、特定事業（一時たい積特定事業）変更許可申請書（別

記第２４号様式）、同条第３項の申請に係る許可の変更の場合にあ

っては特定事業（小規模埋立て等）変更許可申請書（別記第２５号

様式）とする。

３ 条例第１５条第３項の規則で定める書類及び図面は、条例第１２

条第１項の申請に係る許可の変更の場合にあっては、第８条第２項

各号、条例第１２条第２項の申請に係る許可の変更の場合にあって

は、第８条第５項各号、条例第１２条第３項の申請に係る許可の変

更の場合にあっては、第８条第８項各号に掲げる書類及び図面のう



ち変更に係る書類及び図面とする。

４ 条例第１５条第８項の規定による市長への届出は、特定事業軽微

変更届（別記第２６号様式）を、土地の所有者への通知は、特定事

業軽微変更通知書（別記第２７号様式）を、それぞれ、同条第１項

に規定する軽微な変更をした日から起算して１０日以内に提出して

行わなければならない。

５ 前項の届出には、変更事項を証する書類を添付するものとする。

（特定事業の着手の届出）

第１３条 条例第１７条の届出は、特定事業着手届（別記第２８号様

式）を提出して行わなければならない。

（土砂等の搬入の届出等）

第１４条 条例第１８条の規則で定める届出は、土砂等を搬入しよう

とする日の７日前までに、土砂等の量が５，０００立方メートルま

でごとに、土砂等搬入届（別記第２９号様式）を提出して行わなけ

ればならない。

２ 条例第１８条の当該発生場所から発生し、又は採取された土砂等

であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該

土砂等の発生場所の責任者が発行した土砂等発生元証明書（別記第

３０号様式）とする。

３ 条例第１８条の特定事業区域に搬入しようとする土砂等が安全基

準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるも

のは、当該土砂等の量の５，０００立方メートルまでごとの検査試

料採取調書及び地質分析（濃度）結果証明書とする。

４ 前項の搬入しようとする土砂等に係る地質分析（濃度）結果証明

書を作成するために行う当該土砂等の地質分析は、それぞれ別表第

１に掲げる項目ごとに、同表に掲げる測定方法により行わなければ

ならない。



５ 条例第１８条第１号の当該採取場から採取された土砂等であるこ

とを証するために必要な書面で規則で定めるものは、第９条第２項

第４号に規定する土砂等売渡・譲渡証明書とする。

（土砂等管理台帳）

第１５条 条例第１９条第１項に規定する土砂等管理台帳は、土砂等

管理台帳（別記第３１号様式）によるものとする。

２ 条例第１９条第１項第４号の規則で定める事項は、次に掲げるも

のとする。

(1) 特定事業の許可を受けた者の氏名又は名称

(2) 特定事業の許可の年月日及びその番号

(3) 特定事業区域の位置及び特定事業区域の面積

(4) 特定事業の許可の期間

(5) 特定事業に使用される土砂等の量

(6) 現場責任者の氏名及び職名

(7) 特定事業に使用される土砂等の発生場所並びに当該発生場所に

おいて土砂等の発生又は採取にかかる工事を行う者（以下「発生

場所の事業者」という。）の氏名又は名称及び住所又は所在地

(8) 特定事業に使用される土砂等の発生又は採取に係る工事名及び

当該工事の責任者の氏名

(9) 特定事業に使用される土砂等の発生場所の事業者との間の契約

における土砂等の搬入量及び搬入期間並びに当該土砂等の運搬を

委託した場合の受託者の氏名又は名称

３ 条例第１９条第２項に規定する土砂等管理台帳は、土砂等管理台

帳（一時たい積特定事業）（別記第３２号様式）によるものとする。

４ 条例第１９条第２項第３号の規則で定める事項は、次に掲げるも

のとする。

(1) 第２項各号（第５号を除く。）に掲げる事項



(2) 特定事業に使用される土砂等の搬入量及び搬出量

５ 条例第１９条第１項及び第２項に規定する土砂等管理台帳は、毎

月の末日までに、当該月中における同条第１項各号又は同条第２項

各号に規定する事項について、記載を終了していなければならない。

６ 条例第１９条第１項及び第２項に規定する土砂等管理台帳は、毎

年３月末日をもって閉鎖しなければならない。

７ 条例第３１条第４項に規定する土砂等管理台帳について、書面の

保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に

掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

(1) 作成された電磁的記録を事業者の使用に係る電子計算機に備え

られたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他こ

れらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことが

できる物（以下「磁気ディスク等」という。）をもって調製する

ファイルにより保存する方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画像読取

装置を含む。）により読み取ってできた電磁的記録を事業者の使

用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等を

もって調製するファイルにより保存する方法

８ 事業者が、前項各号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合

は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、

直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で使用に係る電子計算機その

他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。

（土砂等の量等の報告）

第１６条 条例第１９条第３項の規定による報告は、特定事業に係る

土砂等の埋立て等に着手した日（以下「特定事業に着手した日」と

いう。）から１月ごとに当該１月を経過した日から１週間以内（特

定事業の中止をしようとするとき（当該中止をしようとする期間が



２月以上であるときに限る。次項において同じ。）は当該中止をし

ようとする期間の開始の日から１週間以内、特定事業を廃止し、完

了し、又は終了したときは条例第２３条第３項、条例第２４条第３

項又は条例第２５条第３項の規定による届出の時）に、特定事業状

況報告書（別記第３３号様式）を提出して行わなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、特定事業が一時たい積特定事業である

場合にあっては、条例第１９条第３項の規定による報告は、特定事

業に着手した日から１月ごとに当該１月を経過した日から１週間以

内（特定事業の中止をしようとするときは当該中止をしようとする

期間の開始の日から１週間以内、特定事業を廃止し、完了し、又は

終了したときは条例第２３条第３項、条例第２４条第３項又は条例

第２５条第３項の規定による届出の時）に、特定事業（一時たい積

特定事業）状況報告書（別記第３４号様式）を提出して行わなけれ

ばならない。

（地質検査）

第１７条 条例第２０条第１項の規定による地質検査は、特定事業に

着手した日から６月ごと（条例第２３条第１項の規定による届出（中

止をしようとするときの届出を除く。以下この条及び次条において

同じ。）、条例第２４条第１項の規定による届出又は条例第２５条

第１項の規定による届出を行った場合にあっては、市長が指定する

期日）に、市長の指定する職員の立会いの上、次に掲げる方法によ

り行わなければならない。

(1) 地質検査は、特定事業区域を３，０００平方メートル以内の区

域に等分して行うこと。

(2) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規定によ

り区分された区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交

わる２直線上の当該中央地点から５メートルから１０メートルま



での４地点（当該地点がない場合にあっては、中央地点を交点に

直角に交わる２直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間

の４地点）の土壌について行うこと。

(3) 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取地点にお

いて等量とし、採取後、第１号の規定により区分された区域ごと

に混合し、それぞれの区域ごとに１試料とすること。ただし、市

長が承認した場合にあっては、市長が定めるところにより、第１

号の規定により区分された複数の区域から採取された土砂等を混

合し、１試料とすることができる。

(4) 地質検査は、前号の規定により作成された試料について、それ

ぞれ別表第１に掲げる項目ごとに、同表に掲げる測定方法により

行うこと。

２ 前項に定めるもののほか、条例第２３条第１項の規定による届出、

条例第２４条第１項の規定による届出又は条例第２５条第１項の規

定による届出を行った場合にあっては、あらかじめ、市長が指定す

る期日に、市長の指定する職員の立会いの上、次に掲げる方法によ

り地質検査を行わなければならない。ただし、土砂等の埋立て等の

最大高さが１０メートル未満の特定事業は除く。

(1) 地質検査は、特定事業区域を１万平方メートル以内の区域に等

分して行うこと。

(2) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規定によ

り区分された区域ごとに、市長の指定する地点（本号において「指

定地点」という。）において、当該指定地点から垂線をおろした

当該特定事業施工前における表土上端の地点（本号において「表

土地点」という。）から指定地点までの区間において、表土地点

を含め、当該表土地点から５メートルごとの土壌について行うこ

と。



(3) 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取地点ごと

に１試料とすること。

(4) 地質検査は、前号の規定による試料について、それぞれ別表第

１に掲げる項目ごとに、同表に掲げる測定方法により行うこと。

３ 前２項の規定にかかわらず、特定事業が一時たい積特定事業であ

る場合にあっては、条例第２０条第１項の規定による地質検査は、

特定事業に着手した日から６月ごと（条例第２３条第１項の規定に

よる届出、条例第２４条第１項の規定による届出又は条例第２５条

第１項の規定による届出を行った場合にあっては、市長が指定する

期日）に、市長の指定する職員の立会いの上、第１項各号に掲げる

方法により行わなければならない。この場合において、第１４条第

１項の土砂等搬入届に係る土砂等ごとに当該土砂等が区分された状

態でたい積されている場合にあっては、地質検査は省略することが

できる。

４ 前項の規定にかかわらず、条例第２４条第１項の規定による届出

のうち、表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造であ

る場合の当該特定事業に係る届出にあっては、地質検査は省略する

ことができる。

（水質検査）

第１８条 条例第２０条第１項の規定による水質検査は、特定事業に

着手した日から６月ごと（条例第２３条第１項の規定による届出、

条例第２４条第１項の規定による届出又は条例第２５条第１項の規

定による届出を行った場合にあっては、市長が指定する期日）に、

市長の指定する職員の立会いの上、試料を採取し、環境大臣が定め

る排水基準に係る検定方法（昭和４９年環境庁告示第６４号）に定

める測定方法により行わなければならない。

（地質検査等の報告）



第１９条 条例第２０条第１項の規定による報告は、特定事業に着手

した日から６月ごとに当該６月を経過した日から１月以内（条例第

２３条第１項の規定による届出、条例第２４条第１項の規定による

届出又は条例第２５条第１項の規定による届出を行った場合にあっ

ては、前２条に規定する市長が指定した期日から１月以内）に、特

定事業地質等検査報告書（別記第３５号様式）に次に掲げる書類及

び図面を添付して行わなければならない。

(1) 検査に使用した土砂等及び排水を採取した地点の位置図及び現

場写真

(2) 第１７条の規定により採取した試料ごとの検査試料採取調書及

び地質分析（濃度）結果証明書

(3) 前条の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び排水汚

染状況測定（濃度）結果証明書（別記第３６号様式。環境計量士

の発行したものに限る。）

２ 前項の規定にかかわらず、特定事業が一時たい積特定事業である

場合にあっては、条例第２０条第１項の規定による報告は、特定事

業に着手した日から６月ごとに当該６月を経過した日から１月以内

（条例第２３条第１項の規定による届出、条例第２４条第１項の規

定による届出又は条例第２５条第１項の規定による届出を行った場

合にあっては、市長が指定する日まで）に、特定事業地質等検査報

告書に前項各号に掲げる書類及び図面を添付して行わなければなら

ない。

３ 条例第２０条第２項の規定により、条例第９条第１項の許可を受

けた者が、当該許可に係る特定事業区域の土壌中に安全基準に適合

しない土砂等があることを確認したときは、当該確認した日から起

算して７日以内に市長に報告しなければならない。

（標識）



第２０条 条例第２２条第１項に規定する標識の様式は、土砂等の埋

立て等に関する標識（別記第３７号様式）とする。

２ 条例第２２条第１項に規定する標識の記載事項は、次に掲げる事

項とする。

(1) 特定事業の許可年月日及びその番号

(2) 特定事業の目的

(3) 特定事業区域の所在地

(4) 特定事業を行う者の氏名又は名称、住所又は所在地及び連絡先

の電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名

(5) 特定事業の許可の期間

(6) 特定事業区域及び特定事業区域の面積

(7) 特定事業に使用される土砂等の量（一時たい積特定事業にあっ

ては、年間の特定事業に使用される土砂等の搬入及び搬出の予定

量）

(8) 現場責任者の氏名及び職名

(9) 特定事業区域及び特定事業区域の見取図

３ 条例第２２条第２項に規定する表示は、旗等の設置によるものと

する。

（特定事業の廃止等に係る届出）

第２１条 条例第２３条第１項の規定による届出は、特定事業（廃止・

中止）事前届（別記第３８号様式）を提出して行わなければならな

い。

２ 条例第２３条第１項の規則で定める事項は、次に掲げるものとす

る。

(1) 特定事業の許可年月日及びその番号

(2) 特定事業区域の位置

(3) 特定事業の許可の期間



(4) 特定事業の廃止をしようとする年月日又は中止をしようとする

期間

(5) 特定事業を廃止し、又は中止した場合の特定事業区域の構造

(6) 特定事業を廃止し、又は中止した場合の特定事業区域以外の地

域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出に

よる災害の発生を防止するために必要な措置

(7) 廃止し、又は中止しようとする特定事業が一時たい積特定事業

である場合にあっては、一時たい積特定事業の特定事業区域のう

ち土砂等がたい積されている面積

３ 条例第２３条第３項の規定による届出は、当該特定事業を廃止し

た日から起算して１０日以内に、特定事業廃止届（別記第３９号様

式）を提出して行わなければならない。

（特定事業の完了に係る届出）

第２２条 条例第２４条第１項の規定による届出は、特定事業完了事

前届（別記第４０号様式）を提出して行わなければならない。

２ 条例第２４条第１項の規則で定める事項は、次に掲げるものとす

る。

(1) 特定事業の許可年月日及びその番号

(2) 特定事業区域の位置

(3) 特定事業の許可の期間

(4) 特定事業の完了の予定年月日

(5) 特定事業を完了した場合の特定事業区域の構造

３ 条例第２４条第３項の規定による届出は、当該特定事業を完了し

た日から起算して１０日以内に、特定事業完了届（別記第４１号様

式）を提出して行わなければならない。

（特定事業の終了に係る届出）

第２３条 条例第２５条第１項の規定による届出は、特定事業終了事



前届（別記第４２号様式）を提出して行わなければならない。

２ 条例第２５条第１項の規則で定める事項は、次に掲げるものとす

る。

(1) 特定事業の許可年月日及びその番号

(2) 特定事業区域の位置

(3) 特定事業の許可の期間

(4) 特定事業を終了した場合の特定事業区域の構造

(5) 特定事業を終了した場合の特定事業区域以外の地域への当該特

定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発

生を防止するために必要な措置

３ 条例第２５条第３項の規定による届出は、当該特定事業を終了し

た日から起算して１０日以内に、特定事業終了届（別記第４３号様

式）を提出して行わなければならない。

（譲受けの許可の申請）

第２４条 条例第２６条第２項に規定する申請書は、特定事業譲受け

許可申請書（別記第４４号様式）とする。

２ 条例第２６条第２項の規則で定める書類は、次に掲げるものとす

る。

(1) 住民票の写し（申請者が法人の場合にあっては、登記事項証明

書）

(2) 申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の

写し

(3) 特定事業区域の位置図及び付近の見取図

(4) 現場責任者であることを証する書面

(5) その他市長が必要と認める書類

３ 条例第２６条第２項第４号の規則で定める事項は、次に掲げるも

のとする。



(1) 譲り受けようとする特定事業の許可年月日及びその番号

(2) 譲り受けようとする特定事業の許可の期間

(3) 特定事業区域の位置

(4) 現場責任者の氏名及び職名

(5) 譲受けの理由

（相続等の届出等）

第２５条 条例第２７条第２項の規定による市長への届出は、当該特

定事業を承継した日から起算して１０日以内に特定事業相続等届

（別記第４５号様式）を、同項の規定による土地の所有者への通知

は特定事業相続等通知書（別記第４６号様式）を提出して行わなけ

ればならない。

（土地所有者による特定事業の施工状況の把握）

第２６条 条例第３２条第２項の規定による特定事業の施工の状況の

把握は、当該施工に係る特定事業区域において、毎月１回以上、当

該施工の状況が同意にあたって確認した事項に抵触していないかど

うか並びに当該特定事業区域において土壌の汚染又は土砂等の崩落、

飛散若しくは流出による災害の発生がないかどうか及びこれらのお

それがないかどうかを自ら確認することにより行わなければならな

い。ただし、当該特定事業区域において、自ら確認することが困難

な事情がある場合は、他の者に確認させることにより行うことがで

きる。

（報告の期限）

第２７条 条例第３４条の規定により、市長から土砂等の埋立て等の

業務に関し報告を求められた者は、当該報告を求められた日から起

算して１０日以内に報告しなければならない。

（身分を示す証明書）

第２８条 条例第３５条第２項に規定する証明書は、身分証明書（別



記第４７号様式）とする。

（書類等の提出）

第２９条 条例第１１条第１項及び第２項の規定による協議、条例第

１２条第１項から第３項までの規定による許可の申請、条例第１５

条第３項の規定による変更許可の申請、条例第２６条第２項の規定

による譲受けの許可の申請、条例第９条第２項、条例第１５条第８

項、条例第１７条、条例第１８条、条例第２３条第１項及び第３項、

条例第２４条第１項及び第３項、条例第２５条第１項及び第３項並

びに条例第２７条第２項の規定による届出並びに条例第１９条第３

項及び条例第２０条第１項の規定により提出する書類及び図面の提

出部数は、正副各１部とする。

（委任）

第３０条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定

める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２３年９月１日から施行する。ただし、附則第

３項の規定は、公布の日から施行する。

（勝浦市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に

関する条例施行規則の廃止）

２ 勝浦市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に

関する条例施行規則（平成１０年勝浦市規則第１号）は、廃止する。

（施行前の準備）

３ 第７条第１項から第４項までの規定による事前協議の手続きは、

この規則の施行前においても行うことができる。

附 則（平成２６年１０月１日規則第１７号）

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。



附 則（平成２７年４月１日規則第７９号）

この規則は、平成２７年５月２９日から施行する。

附 則（平成２７年６月９日規則第８０号）

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則（平成２９年３月１３日規則第８号）

（施行期日）

１ この規則は、平成２９年７月１日から施行する。ただし、第４条

第１項第１号の改正規定は、平成２９年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の勝浦市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発

生の防止に関する条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）

別表第１の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）

以後に行われる土砂等の埋立て等に使用される土砂等について適用

し、施行日前に行われた土砂等の埋立て等に使用された土砂等につ

いては、なお従前の例による。

３ この規則の施行の際現に勝浦市土砂等の埋立て等による土壌の汚

染及び災害の発生の防止に関する条例（平成２３年勝浦市条例第１

０号。以下「条例」という。）第９条の許可（条例第１５条第１項

の許可を含む。以下「既許可」という。）を受けている者が施行日

前に条例第１８条の規定による届出を行った場合における当該届出

に係る土砂等（当該届出に係る土砂等の搬入期間内に搬入されるも

のに限る。）についての改正後の規則別表第１の規定の適用につい

ては、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

４ この規則の施行の際現に既許可を受けている者が施行日以後に条

例第１８条の規定による届出（当該届出に係る土砂等の搬入期間の

終期が平成２９年９月３０日までのものに限る。）を行う場合であ

って、当該届出に係る土砂等が改正前の勝浦市土砂等の埋立て等に



よる土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則（以下

「改正前の規則」という。）別表第１の規定による安全基準に適合

していることについて施行日前に同条の規定による証明があったと

き（施行日前に、同条第１号の規定による証明又は同条第３号の規

定による承認があったときを含む。）における当該届出に係る土砂

等（当該届出に係る土砂等の搬入期間内に搬入されるものに限る。）

についての改正後の規則別表第１の規定の適用については、附則第

２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

５ この規則の施行の際現に既許可を受けている者の当該既許可に係

る特定事業の区域内において、前３項の規定によりなお従前の例に

よることとされる土砂等を使用して土砂等の埋立て等が行われた場

合における条例第２０条第２項、条例第２３条第５項、条例第２４

条第４項及び条例第２５条第４項の規定による確認に係る当該特定

事業の区域内の土砂等についての改正後の規則別表第１の規定の適

用については、附則第２項の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。

６ この規則の施行前に改正前の規則の規定により調製した用紙は、

この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用す

ることができる。

附 則（令和３年３月２２日規則第９号）

（施行期日）

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の勝浦市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発

生の防止に関する条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）

別表第１の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）

以後に行われる土砂等の埋立て等に使用される土砂等について適用



し、施行日前に行われた土砂等の埋立て等に使用された土砂等につ

いては、なお従前の例による。

３ この規則の施行の際現に勝浦市土砂等の埋立て等による土壌の汚

染及び災害の発生の防止に関する条例（平成２３年勝浦市条例第１

０号。以下「条例」という。）第９条の許可（条例第１５条第１項

の許可を含む。以下「既許可」という。）を受けている者が施行日

前に条例第１８条の規定による届出を行った場合における当該届出

に係る土砂等（当該届出に係る土砂等の搬入期間内に搬入されるも

のに限る。）についての改正後の規則別表第１の規定の適用につい

ては、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

４ この規則の施行の際現に既許可を受けている者が施行日以後に条

例第１８条の規定による届出（当該届出に係る土砂等の搬入期間の

終期が令和３年９月３０日までのものに限る。）を行う場合であっ

て、当該届出に係る土砂等が改正前の勝浦市土砂等の埋立て等によ

る土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則（以下「改

正前の規則」という。）別表第１の規定による安全基準に適合して

いることについて施行日前に同条の規定による証明があったとき

（施行日前に、同条第１号の規定による証明又は同条第３号の規定

による承認があったときを含む。）における当該届出に係る土砂等

（当該届出に係る土砂等の搬入期間内に搬入されるものに限る。）

についての改正後の規則別表第１の規定の適用については、附則第

２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

５ この規則の施行の際現に既許可を受けている者の当該既許可に係

る特定事業の区域内において、前３項の規定によりなお従前の例に

よることとされる土砂等を使用して土砂等の埋立て等が行われた場

合における条例第２０条第２項、条例第２３条第５項、条例第２４

条第４項及び条例第２５条第４項の規定による確認に係る当該特定



事業の区域内の土砂等についての改正後の規則別表第１の規定の適

用については、附則第２項の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。

６ この規則の施行前に改正前の規則の規定により調製した用紙は、

この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用す

ることができる。

別表第１（第３条、第８条、第１４条、第１７条関係）

溶出量基準

項目 基準値 測定方法

カドミウ

ム

検液1リットルにつき

0.003ミリグラム以下

日本産業規格K0102（以下「規格」

という。）55.2、55.3又は55.4に

定める方法

全シアン 検液中に検出されない

こと。

規格38に定める方法（規格38・1・
1及び38の備考11に定める方法を
除く。）又は昭和46年環境庁告示
第59号付表1に掲げる方法

有機燐 検液中に検出されない

こと。

昭和49年環境庁告示第64号付表1
に掲げる方法又は規格31・1に定め
る方法のうちガスクロマトグラフ

法以外のもの（メチルジメトンに

あっては、昭和49年環境庁告示第6
4号付表2に掲げる方法）

鉛 検液1リットルにつき0.
01ミリグラム以下

規格54に定める方法

六価クロ

ム

検液1リットルにつき0.
05ミリグラム以下

規格65・2（規格65・2・7を除く）
に定める方法

砒素 検液1リットルにつき0.
01ミリグラム以下、か
つ、埋立て等の用に供す

る場所の土地利用目的

が農用地（田に限る。）

である場合にあっては、

検液中濃度に係るものにあっては

規格61に定める方法、農用地に係
るものにあっては農用地土壌汚染

対策地域の指定要件に係る砒素の

量の検定を定める省令（昭和50年
総理府令第31号）第1条第3項及び



試料1キログラムにつき
15ミリグラム未満

第2条に規定する方法

総水銀 検液1リットルにつき0.
0005ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表2
に掲げる方法

アルキル

水銀

検液中に検出されない

こと。

昭和46年環境庁告示第59号付表3
及び昭和49年環境庁告示第64号
付表3及び昭和49年環境庁告示第
64号付表3に掲げる方法

PCB 検液中に検出されない

こと。

昭和46年環境庁告示第59号付表4
に掲げる方法

銅 埋立て等の用に供する

場所の土地利用目的が

農用地（田に限る。）で

或る場合にあっては、試

料1キログラムにつき12
5ミリグラム未満

農用地土壌汚染対策地域の指定要

件に係る銅の量の検定の方法を定

める省令（昭和47年総理府令第66
号）第1条第3項及び第2条に規定す
る方法

ジクロロ

メタン

検液1リットルにつき0.
02ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2
又は5・3・2に定める方法

四塩化炭

素

検液1リットルにつき0.
002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2、
5・3・1、5・4・1又は5・5に定め
る方法

クロロエ

チレン（別

名塩化ビ

ニル又は

塩化ビニ

ルモノマ

ー）

検液1リットルにつき0.
002ミリグラム以下

平成9年環境庁告示第10号付表に
掲げる方法

1・2―ジク
ロロエタ

ン

検液1リットルにつき0.
004ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2、
5・3・1又は5・3・2に定める方法

1・1―ジク
ロロエチ

レン

検液1リットルにつき0.
1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2
又は5・3・2に定める方法

1・2―ジク検液1リットルにつき0. シス体にあっては日本産業規格K



ロロエチ

レン

04ミリグラム以下 0125の5・1、5・2又は5・3・2に
定める方法、トランス体にあって

は日本産業規格K0125の5・1、5・
2又は5・3・1に定める方法

1・1・1―
トリクロ

ロエタン

検液1リットルにつき1
ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2、
5・3・1、5・4・1又は5・5に定め
る方法

1・1・2―
トリクロ

ロエタン

検液1リットルにつき0.
006ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2、
5・3・1、5・4・1又は5・5に定め
る方法

トリクロ

ロエチレ

ン

検液1リットルにつき0.
01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2、
5・3・1、5・4・1又は5・5に定め
る方法

テトラク

ロロエチ

レン

検液1リットルにつき0.
01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2、
5・3・1、5・4・1又は5・5に定め
る方法

1・3―ジク
ロロプロ

ペン

検液1リットルにつき0.
002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2
又は5・3・1に定める方法

チウラム 検液1リットルにつき0.
006ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表5
に掲げる方法

シマジン 検液1リットルにつき0.
003ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6
の第1又は第2に掲げる方法

チオベン

カルブ

検液1リットルにつき0.
02ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6
の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン 検液1リットルにつき0.
01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2
又は5・3・2に定める方法

セレン 検液1リットルにつき0.
01ミリグラム以下

規格67・2、67・3又は67・4に定
める方法

ふっ素 検液1リットルにつき0.
8ミリグラム以下

規格34・1（規格34の備考1を除
く。）若しくは34・4に定める方法
又は規格34・1・1c）に定める方法
及び昭和46年環境庁告示第59号
付表7に掲げる方法

ほう素 検液1リットルにつき1 規格47・1、47・3又は47・4に定



含有量基準

ミリグラム以下 める方法

1・4―ジオ
キサン

検液1リットルにつき0.
05ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表8
に掲げる方法

項目 基準値 測定方法

カドミウム 試料1キログラムにつ
き45ミリグラム以下

日本産業規格K0102（以下「規格」
という。）55に定める方法

全シアン 試料1キログラムにつ
き50ミリグラム以下

規格38に定める方法（規格38.1及
び38の備考11に定める方法を除
く。）

鉛 試料1キログラムにつ
き150ミリグラム以下

規格54に定める方法

六価クロム 試料1キログラムにつ
き250ミリグラム以下

規格65.2（規格65.2.7を除く。）に
定める方法

砒素 試料1キログラムにつ
き150ミリグラム以下、
かつ、埋立て等の用に

供する場所の土地利用

目的が農用地（田に限

る。）である場合にあ

っては、試料1キログラ
ムにつき15ミリグラム
未満であること。

規格61に定める方法
農用地に係るものにあっては農用

地土壌汚染対策地域の指定要件に

係る砒素の量の検定の方法を定め

る省令（昭和50年総理府令第31号）
第１条第3項及び第2条に規定する
方法

総水銀 試料1キログラムにつ
き15ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表2
に掲げる方法

銅 埋立て等の用に供する

場所の土地利用目的が

農用地（田に限る。）

である場合にあって

は、試料1キログラムに
つき125ミリグラム未
満

農用地土壌汚染対策地域の指定要

件に係る銅の量の検定の方法を定

める省令（昭和47年総理府令第66
号）第1条第3項及び第2条に規定す
る方法

セレン 試料1キログラムにつ
き150ミリグラム以下

規格67.2、67.3又は67.4に定める方
法

ふっ素 試料1キログラムにつ 規格34・1（規格34の備考1を除く。）



備考

１ 基準値の欄中検液中濃度に係るものあっては、平成３年環境

庁告示第４６号付表に定める方法により検液を作成し、これを

用いて測定を行うものとする。この場合において、同表中「土

壌」とあるのは「土砂等」と読み替えるものとする。

２ 公共事業（条例第９条第１項第１号に規定する公共事業をい

う。）のうち市長が別に定める事業による土砂等の埋立て等が

き4,000ミリグラム以
下

若しくは34・4（妨害となる物質と
してハロゲン化合物又はハロゲン

化水素が多量に含まれる試料を測

定する場合にあっては、蒸留試薬

溶液として、水約200ミリリットル
に硫酸10ミリリットル、りん酸60
ミリリットル及び塩化ナトリウム

10グラムを溶かした溶液とグリセ
リン250ミリリットルを混合し、水
を加えて1,000ミリリットルとし
たものを用い、日本産業規格K017
0－6の6図2注記のアルミニウム溶
液のラインを追加する。）に定め

る方法又は規格34・1・1c)（注 (2)
第3文及びK0102規格34の備考1を
除く。）に定める方法及び昭和46
年環境庁告示第59号付表7に掲げ
る方法

ほう素 試料1キログラムにつ
き4,000ミリグラム以
下

規格47.1、47.3又は47.4に定める方
法

ダイオキシ

ン類

試料1グラムにつき1,0
00ピコグラム -TEQ以
下

ダイオキシン類による大気の汚

染、水質の汚濁及び土壌の汚染に

係る環境基準について（平成11年
環境庁告示第68号）別表土壌の項
に掲げる方法



行われる場合であって、当該土砂等の埋立て等が行われている

間及び当該土砂等の埋立て等が完了した後において地下水の汚

染の防止を図る上で必要な管理が行われるものとして、事前に

市長の承認を受けたときの当該土砂等の埋立て等に使用される

土砂等の砒素、ふっ素及びほう素に係る基準値の欄中検液中濃

度に係る値は、それぞれ検液１リットルにつき０．０３ミリグ

ラム、２．４ミリグラム及び３ミリグラムとする。

３ 基準値の欄中「検液中に検出されないこと。」とは、測定方

法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が

当該方法の定量限界を下回ることをいう。

４ 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメト

ン及びEPNをいう。

別表第２（第１０条関係）

通常の埋立ての場合の構造基準

１ 特定事業区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地

盤に滑りが生じないように杭打ち、土の置換えその他の措置が講じ

られていること。

２ 著しく傾斜をしている土地において特定事業を施工する場合にあ

っては、特定事業を施工する前の地盤と特定事業に使用された土砂

等との接する面が滑り面とならないように当該地盤の斜面に段切り

等の措置が講じられていること。

３ 埋立て等の高さ（特定事業により生じたのり面の最下部（擁壁を

用いる場合にあっては、当該擁壁の上端）と最上部の高低差をいう。

以下同じ。）及びのり面（擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁

部分を除く。以下同じ。）のこう配は、下の表の土砂等の区分の欄

に掲げる土砂等の区分に応じ、それぞれ同表の埋立て等の高さの欄

及びのり面のこう配の欄に定めるものであること。



４ 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法施行令

（昭和３７年政令第１６号）第６条から第１０条までの規定に適合

すること。

５ 埋立て等の高さが５メートル以上である場合にあっては、埋立て

等の高さが５メートルごとに幅が１メートル以上の段を設け、当該

土砂等の区分 埋立て等の高さ のり面のこう配

砂、礫、

砂質土、

礫質土、

通常の

施工性

が確保

される

粘性土

及びこ

れらに

準ずる

もの

建設業に属する

事業を行う者の

再生資源の利用

に関する判断の

基準となるべき

事項を定める省

令（平成3年建設

省令第19号）別

表第1に規定す

る第1種建設発

生土、第2種建設

発生土及び第3

種建設発生土

土質試験等に

基づき埋立て

等の構造の安

定計算（以下

「安定計算」

という。）を

行った場合

安全が確

保される

高さ

安全が確保される

こう配

その他 10メート

ル以下

垂直1メートルに対

する水平距離が1.8

メートル（埋立て等

の高さが5メートル

以下の場合にあっ

ては、1.5メートル）

以上のこう配

その他 5メートル以下 垂直1メートルに対

する水平距離が1.5

メートル以上のこ

う配

その他 安定計算を行い、安全が

確保される高さ

安定計算を行い、安

全が確保されるこ

う配



段及びのり面には雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水

溝が設置されていること。

６ 特定事業の完了後の地盤にゆるみ、沈下又は崩壊が生じないよう

に締め固めその他の措置が講じられていること。

７ のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化そ

の他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。

８ 特定事業区域（のり面を除く。）は、利用目的が明確である部分

を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じ

られていること。

別表第３（第１０条関係）

一時たい積特定事業の場合の構造

１ 特定事業場の隣接地と特定事業区域との間に、下の表の左欄に掲

げる特定事業区域の面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定め

る幅の保安地帯が設置されていること。

２ 土砂等のたい積の高さ（のり面の最下部と最上部の高低差をいう。）

が５メートル以下であること。

３ 土砂等のたい積ののり面のこう配は、垂直１メートルに対する水

平距離が１．８メートル以上のこう配であること。

別表第４（第７条、第８条、第１１条関係）

3,000平方メートル未満 4メートル以上

3,000平方メートル以上1ヘクタール未満 6メートル以上

1ヘクタール以上3ヘクタール未満 10メートル以上

3ヘクタール以上5ヘクタール未満 14メートル以上

5ヘクタール以上10ヘクタール未満 18メートル以上

10ヘクタール以上15ヘクタール未満 24メートル以上

15ヘクタール以上20ヘクタール未満 27メートル以上

20ヘクタール以上 30メートル以上



１ 砂防法（明治３０年法律第２９号）第４条第１項の規定により砂

防指定地における許可を要する行為

２ 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）に基づく土地改良事業

３ 漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）第３９条第１項の

規定による漁港の区域内の水域又は公共空地における許可を要する

行為

４ 港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３７条第１項の規定によ

る港湾区域内及び港湾隣接地域内における許可を要する行為

５ 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条の２の規定による

許可を要する開発行為並びに同法第３１条、第３４条第２項及び第

４４条において準用する第３４条第２項の規定による保安林予定森

林、保安林及び保安施設地区における許可を要する行為

６ 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２４条の規定による道路

管理者以外の者が行う工事についての承認を要する行為、同法第３

２条第１項の規定による道路の占用の許可及び同法第９１条第１項

の規定による道路予定区域における許可を要する行為

７ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）に基づく土地区画

整理事業及び同法第７６条第１項の規定による施行地区内における

許可を要する行為

８ 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第６条第１項の規定によ

る都市公園内における占用の許可を要する行為

９ 海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第７条第１項及び第８条第

１項の規定による海岸保全区域内における許可を要する行為

１０ 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第１３条第３項の規

定による特別地域内及び第１４条第３項の規定による特別保護地区

内における許可を要する行為

１１ 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第１８条第１項



の規定による地すべり防止区域内における許可を要する行為

１２ 宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第８条の規定

による許可を要する宅地造成

１３ 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第２４条の規定による河

川区域内の土地の占用の許可を要する行為並びに同法第２７条第１

項、第５５条第１項、第５７条第１項及び第５８条の４第１項の規

定による河川区域内の土地、河川保全区域内、河川予定地及び河川

保全立体区域内における許可を要する行為

１４ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項及び

第２項の規定による許可を要する開発行為

１５ 都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）に基づく市街地再開

発事業及び同法第６６条第１項の規定による施行地区内における許

可を要する行為

１６ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法

律第５７号）第７条第１項の規定による急傾斜地崩壊危険区域内に

おける許可を要する行為

１７ 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）

第１５条の２第１項の規定による農用地区域内における許可を要す

る行為

１８ 都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）第１４条第１項の規定

による特別緑地保全地区内における許可を要する行為

１９ 生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第８条第１項の規定に

よる生産緑地地区内における許可を要する行為

２０ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別

措置法（昭和５０年法律第６７号）に基づく住宅街区整備事業並び

に同法第７条第１項及び第６７条第１項の規定による土地区画整理

促進区域内及び施行地区内における許可を要する行為



２１ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１

４年法律第８８号）第２９条第７項の規定による特別保護地区の区

域内における許可を要する行為

２２ 千葉県立自然公園条例（昭和３５年千葉県条例第１５号）第１

２条第１項の規定による特別地域内における許可を要する行為

２３ 宅地開発事業の基準に関する条例（昭和４４年千葉県条例第５

０号）第７条第１項の規定による設計の確認を要する宅地開発事業

２４ 千葉県風致地区条例（昭和４５年千葉県条例第６号）第２条第

１項の規定による風致地区内における許可を要する行為

２５ 千葉県自然環境保全条例（昭和４８年千葉県条例第１号）第９

条第４項の規定による特別地区内における許可を要する行為

２６ 千葉県港湾管理条例（昭和５１年千葉県条例第４５号）第４条

第１項及び第５条第１項の規定による港湾施設の使用の許可を要す

る行為

別表第５（第８条関係）

特定事業区域の面積 区域数

500平方メートル以上3,000平方メートル未満 1

3,000平方メートル以上1ヘクタール未満 2

1ヘクタール以上2ヘクタール未満 3

2ヘクタール以上3ヘクタール未満 4

3ヘクタール以上4ヘクタール未満 5

4ヘクタール以上5ヘクタール未満 6

5ヘクタール以上6ヘクタール未満 7

6ヘクタール以上7ヘクタール未満 8

7ヘクタール以上8ヘクタール未満 9

8ヘクタール以上9ヘクタール未満 10

9ヘクタール以上10ヘクタール未満 11



10ヘクタール以上 12


